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病
院
等
に
お
け
る
防
火
・
防
災
対
策
要
綱

新
旧
対
照
表

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

第
一

目
的

第
一

目
的

こ
の
要
綱
は
、
病
院
、
診
療
所
及
び
助
産
所
（
以
下
「
病
院
等
」
と
す
る
。
）
が

医
療
施
設
の
防
火
・
防
災
安
全
対
策
は
、
患
者
を
入
院
さ
せ
て
い
る
等
施
設
に
特

患
者
を
入
院
さ
せ
て
い
る
等
の
特
有
な
事
情
を
有
す
る
こ
と
を
考
慮
し
、
特
に
人
命

有
な
事
情
を
考
慮
し
、
特
に
人
命
尊
重
の
見
地
か
ら
行
う
必
要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、

尊
重
の
見
地
か
ら
防
火
・
防
災
安
全
対
策
を
講
じ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

こ
の
対
策
要
綱
を
制
定
す
る
。

第
二

火
災
予
防
対
策

第
二

火
災
予
防
対
策

一

管
理
者
の
責
任

一

管
理
者
の
責
任

１

病
院
等
の
管
理
者
は
、
火
災
発
生
の
防
止
に
つ
き
、
最
善
の
措
置
を
講
ず
る

１

医
療
施
設
の
管
理
者
は
、
火
災
発
生
の
防
止
に
つ
き
、
最
善
の
措
置
を
講
ず

よ
う
に
努
め
る
こ
と
。（
以
下
略
）

る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
。（
以
下
略
）

２

病
院
等
の
管
理
者
は
、
施
設
・
設
備
の
不
備
に
よ
り
火
災
の
発
生
又
は
拡
大

２

医
療
施
設
の
管
理
者
は
、
施
設
・
設
備
の
不
備
に
よ
り
火
災
の
発
生
又
は
拡

す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
建
築
基
準
法
、
消
防
法
及
び
医
療
法
等
に
規
定
す
る

大
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
建
築
基
準
法
、
消
防
法
及
び
医
療
法
並
び
に
関
係

防
火
関
係
規
定
を
遵
守
す
る
こ
と
。

政
省
令
に
規
定
す
る
防
火
関
係
規
定
を
遵
守
す
る
こ
と
。

３

病
院
等
の
管
理
者
は
、
施
設
の
収
容
人
員
に
応
じ
て
消
防
計
画
（
消
防
法
第

３

医
療
施
設
の
管
理
者
は
、
消
防
計
画
（
消
防
法
第
八
条
）
及
び
必
要
に
応
じ

八
条
）
及
び
必
要
に
応
じ
て
建
築
物
等
の
維
持
保
全
に
関
す
る
計
画
等
（
建
築

て
建
築
物
等
の
維
持
保
全
に
関
す
る
計
画
等
（
建
築
基
準
法
第
八
条
二
項
）
を

基
準
法
第
八
条
第
二
項
）
を
定
め
、
病
院
等
の
採
る
べ
き
具
体
的
な
手
段
、
組

定
め
、
医
療
施
設
の
採
る
べ
き
具
体
的
な
手
段
、
組
織
等
を
明
確
に
し
て
お
く

織
等
を
明
確
に
し
て
お
く
こ
と
。

こ
と
。

二

火
気
取
扱
い
の
注
意

二

火
気
取
扱
い
の
注
意

１

（
略
）

１

（
略
）

（別添）
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２

火
気
を
使
用
す
る
場
所
で
の
火
災
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
よ
う
努
め
る
と

２

火
気
を
使
用
す
る
場
所
で
の
火
災
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
よ
う
努
め
る
と

同
時
に
、
出
火
原
因
の
主
要
な
も
の
の
一
つ
に
放
火
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と

同
時
に
、
出
火
原
因
の
主
要
な
も
の
の
一
つ
に
放
火
が
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
廊
下
・
階
段
等
に
可
燃
物
を
放
置
す
る
等
の
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る

か
ら
、
廊
下
・
階
段
等
に
可
燃
物
を
放
置
す
る
等
の
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る

こ
と
。

こ
と
。

第
三

消
防
計
画
・
防
火
訓
練
等

第
三

消
防
計
画
・
防
火
訓
練
等

一

防
火
管
理
者

一

防
火
管
理
者

必
要
な
資
格
を
有
し
、
防
火
管
理
者
の
責
務
を
果
た
し
得
る
管
理
的
又
は
監
督

必
要
な
資
格
を
有
し
、
防
火
管
理
者
の
責
務
を
果
た
し
得
る
管
理
的
又
は
監
督

的
地
位
に
あ
る
者
を
選
任
す
る
こ
と
（
消
防
法
施
行
令
第
三
条
）。

的
地
位
に
あ
る
者
を
選
任
す
る
こ
と
（
消
防
法
施
行
令
第
三
、
四
条
）。

ま
た
、
防
火
管
理
者
が
病
院
等
に
不
在
の
と
き
は
予
め
そ
の
指
名
す
る
者
を
も

ま
た
、
防
火
管
理
者
が
医
療
施
設
に
不
在
の
と
き
は
予
め
そ
の
指
名
す
る
者
を

っ
て
防
火
管
理
の
事
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

も
っ
て
防
火
管
理
の
事
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

三

消
火
訓
練
及
び
避
難
訓
練
の
実
施

三

防
火
訓
練
及
び
避
難
訓
練
の
実
施

１

年
間
二
回
以
上
消
火
訓
練
を
実
施
し
（
消
防
法
施
行
規
則
第
三
条
第
一
○

１

年
間
二
回
以
上
防
火
訓
練
を
実
施
し
、
消
防
機
関
へ
の
早
期
通
報
、
屋
内
消

項
）
、
消
防
機
関
へ
の
早
期
通
報
、
屋
内
消
火
栓
等
の
消
防
設
備
の
使
用
方
法

火
栓
等
の
消
防
設
備
の
使
用
方
法
に
つ
い
て
職
員
に
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
。

等
に
つ
い
て
職
員
に
身
に
付
け
さ
せ
る
こ
と
。

２

年
間
二
回
以
上
避
難
訓
練
を
実
施
し
（
消
防
法
施
行
規
則
第
三
条
第
一
○

２

年
間
二
回
以
上
避
難
訓
練
を
実
施
し
、
特
に
自
力
避
難
が
困
難
な
患
者
に
不

項
）
、
特
に
自
力
避
難
が
困
難
な
患
者
に
不
安
が
な
い
よ
う
に
し
て
お
く
こ
と
。

安
が
な
い
よ
う
に
し
て
お
く
こ
と
。

３

（
略
）

３

（
略
）

四

（
略
）

四

（
略
）

五

院
内
職
員
宿
舎

五

院
内
職
員
宿
舎

病
院
等
の
敷
地
内
又
は
近
隣
に
職
員
宿
舎
の
設
置
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
非

医
療
施
設
の
敷
地
内
又
は
近
隣
に
職
員
宿
舎
の
設
置
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、

常
時
の
応
援
体
制
を
確
立
し
て
お
く
こ
と
。

非
常
時
の
応
援
体
制
を
確
立
し
て
お
く
こ
と
。
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六

消
防
機
関
等
と
の
連
絡

六

消
防
機
関
等
と
の
連
絡

１

（
略
）

１

（
略
）

２

火
災
時
の
患
者
の
一
次
収
容
と
応
急
手
当
が
行
え
る
よ
う
、
地
域
の
医
療
機

２

火
災
時
の
患
者
の
一
次
収
容
と
応
急
手
当
が
可
能
な
よ
う
地
域
の
医
療
機
関

関
と
の
間
で
緊
急
時
の
連
絡
体
制
を
確
保
し
て
お
く
こ
と
。

と
の
間
で
緊
急
時
連
絡
体
制
を
確
保
し
て
お
く
こ
と
。

３

（
略
）

３

（
略
）

第
四

建
築
物
の
防
火
上
の
構
造
等

第
四

建
築
物
の
防
火
上
の
構
造
等

病
院
等
の
構
造
設
備
に
つ
い
て
は
、
医
療
法
及
び
医
療
法
施
行
規
則
の
ほ
か
、
建

医
療
施
設
の
構
造
設
備
に
つ
い
て
は
、
医
療
法
及
び
医
療
法
施
行
規
則
の
ほ
か
、

築
基
準
法
関
係
法
令
及
び
消
防
法
関
係
法
令
に
よ
る
規
制
を
受
け
て
い
る
。
こ
れ
ら

建
築
基
準
法
令
及
び
消
防
法
令
に
よ
る
規
制
を
受
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
法
令
に
よ

の
関
係
法
令
に
よ
り
設
置
義
務
が
あ
る
も
の
の
整
備
を
適
切
に
行
う
こ
と
。

り
設
置
義
務
が
あ
る
も
の
の
整
備
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
建
築
基
準
法
は
一
般
的
に

は
既
存
建
築
物
に
つ
い
て
は
適
用
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
著
し
く
保
安
上

危
険
で
あ
る
建
築
物
に
つ
い
て
、
特
定
行
政
庁
（
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
建
築
部

局
）
か
ら
違
反
是
正
命
令
を
受
け
た
場
合
は
猶
予
期
間
内
に
是
正
す
る
こ
と
。

な
お
、
施
設
整
備
の
改
善
に
要
す
る
経
費
の
調
達
方
法
の
一
つ
と
し
て
、
公
的
医

な
お
、
施
設
整
備
の
改
善
に
要
す
る
経
費
の
調
達
に
つ
い
て
は
、
そ
の
一
部
に
、

療
機
関
の
一
部
及
び
私
的
医
療
機
関
に
お
い
て
、
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
の

公
的
医
療
機
関
に
あ
っ
て
は
特
別
地
方
債
の
起
債
又
は
年
金
福
祉
事
業
団
の
融
資
、

融
資
を
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

私
的
医
療
機
関
に
あ
っ
て
は
社
会
福
祉
医
療
事
業
団
の
融
資
を
活
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

医
療
法
及
び
建
築
基
準
法
関
係
法
令
の
建
築
物
に
関
す
る
規
定
の
主
な
も
の
は
次

医
療
法
及
び
建
築
基
準
法
関
係
規
定
の
建
築
物
に
関
す
る
規
定
の
主
な
も
の
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
建
築
基
準
法
関
係
法
令
は
、
改
正
の
施
行
日
に
よ
り
整
備
す
べ
き
基
準
が

な
お
、
建
築
基
準
法
関
係
規
定
は
、
改
正
の
施
行
日
に
よ
り
整
備
す
べ
き
基
準
が

相
違
す
る
の
で
留
意
す
る
こ
と
。

相
違
す
る
の
で
留
意
す
る
こ
と
。

１

三
階
以
上
の
建
築
物
は
耐
火
建
築
物
と
し
、
二
階
の
部
分
が
三
○
○
㎡
以
上

１

三
階
以
上
の
建
築
物
は
耐
火
建
築
物
と
し
、
二
階
の
部
分
が
三
○
○
㎡
以
上

で
、
か
つ
、
そ
の
部
分
に
患
者
の
収
容
施
設
を
有
す
る
建
築
物
は
耐
火
建
築
物

で
、
か
つ
、
そ
の
部
分
に
患
者
の
収
容
施
設
を
有
す
る
建
築
物
は
耐
火
建
築
物
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又
は
準
耐
火
建
築
物
と
す
る
こ
と
（
建
築
基
準
法
第
二
七
条
）。

又
は
簡
易
耐
火
建
築
物
と
す
る
こ
と
（
建
築
基
準
法
第
二
七
条
）。

２

病
室
等
に
は
、
採
光
及
び
換
気
の
た
め
の
一
定
面
積
以
上
の
窓
等
を
設
け
る

地
階
に
病
室
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
面
に
か
ら
ぼ
り
等
が
あ
り
、
衛

こ
と
（
建
築
基
準
法
第
二
八
条
）。

生
上
支
障
を
生
じ
る
こ
と
が
な
い
こ
と
（
建
築
基
準
法
第
三
○
条
）。

３

地
階
に
病
室
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
面
に
か
ら
ぼ
り
が
設
け
ら
れ

て
い
る
等
、
衛
生
上
支
障
を
生
じ
る
こ
と
が
な
い
こ
と
（
建
築
基
準
法
第
二
九

条
）。

４

耐
火
建
築
物
又
は
準
耐
火
建
築
物
等
は
、
一
定
の
面
積
以
内
ご
と
に
必
要
な

２

耐
火
建
築
物
又
は
簡
易
耐
火
建
築
物
等
は
一
定
の
面
積
以
内
ご
と
に
耐
火
構

耐
火
性
能
を
有
す
る
床
若
し
く
は
壁
又
は
防
火
戸
で
区
画
す
る
こ
と
（
建
築
基

造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
防
火
戸
で
防
火
区
画
に
区
分
す
る
こ
と
（
建
築
基
準

準
法
施
行
令
第
一
一
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
、
同
条
第
五
項
）。

法
施
行
令
第
一
一
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
、
同
条
第
五
項
）。

３

防
火
地
域
又
は
準
防
火
地
域
内
に
あ
る
建
築
物
は
、
そ
れ
ぞ
れ
建
築
基
準
法

に
規
定
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
（
建
築
基
準
法
第
六
一
条
か
ら
第
六
六
条
）。

４

建
築
物
の
内
装
を
防
火
上
支
障
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
（
建
築
基
準
法
第

三
五
条
の
二
）

５

吹
抜
き
と
な
っ
て
い
る
部
分
、
階
段
の
部
分
、
ダ
ク
ト
ス
ペ
ー
ス
の
部
分
そ

５

吹
抜
き
と
な
っ
て
い
る
部
分
、
階
段
の
部
分
、
ダ
ク
ト
ス
ペ
ー
ス
の
部
分
そ

の
他
た
て
穴
に
な
っ
て
い
る
部
分
は
、
そ
の
他
の
部
分
と
準
耐
火
構
造
の
床
若

の
他
た
て
穴
に
な
っ
て
い
る
部
分
は
、
そ
の
他
の
部
分
と
耐
火
構
造
の
床
も
し

し
く
は
壁
又
は
防
火
戸
で
区
画
す
る
こ
と
（
建
築
基
準
法
施
行
令
第
一
一
二
条

く
は
壁
又
は
防
火
戸
で
区
画
す
る
こ
と
（
建
築
基
準
法
施
行
令
第
一
一
二
条
第

第
九
項
）。

九
項
）。

６

防
火
戸
は
、
常
時
閉
鎖
若
し
く
は
作
動
し
た
状
態
に
あ
る
か
、
又
は
随
時
閉

６

防
火
戸
は
、
随
時
閉
鎖
す
る
こ
と
が
で
き
、
火
災
に
よ
る
煙
の
発
生
又
は
温

鎖
若
し
く
は
作
動
で
き
る
も
の
と
し
、
常
時
閉
鎖
又
は
作
動
し
た
状
態
に
あ
る

度
上
昇
に
よ
り
自
動
的
に
閉
鎖
で
き
る
構
造
と
す
る
こ
と
（
建
築
基
準
法
施
行

も
の
以
外
の
も
の
で
、
一
定
面
積
以
内
ご
と
の
防
火
区
画
に
用
い
る
も
の
に
あ

令
第
一
一
二
条
第
一
四
項
）。

っ
て
は
火
災
に
よ
る
煙
の
発
生
又
は
温
度
上
昇
に
よ
り
自
動
的
に
閉
鎖
又
は
作

動
す
る
構
造
と
し
、
た
て
穴
区
画
に
用
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
遮
煙
性
能
を
有

し
火
災
に
よ
る
煙
の
発
生
に
よ
り
自
動
的
に
閉
鎖
又
は
作
動
す
る
構
造
と
す
る
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こ
と
（
建
築
基
準
法
施
行
令
第
一
一
二
条
第
一
四
項
）。

７

給
水
管
、
配
電
管
そ
の
他
の
管
が
防
火
区
画
を
貫
通
す
る
場
合
に
は
、
そ
の

７

給
水
管
、
配
電
管
そ
の
他
の
管
が
防
火
区
画
を
貫
通
す
る
場
合
に
は
、
そ
の

す
き
間
を
モ
ル
タ
ル
等
で
埋
め
る
こ
と
（
建
築
基
準
法
施
行
令
第
一
一
二
条
第

す
き
間
を
完
全
に
埋
め
も
ど
し
す
る
こ
と
（
建
築
基
準
法
施
行
令
第
一
一
二
条

一
五
項
）。

第
一
五
項
）。

８

換
気
、暖
房
又
は
冷
房
の
設
備
の
風
道
が
防
火
区
画
を
貫
通
す
る
場
合
に
は
、

８

換
気
、暖
房
又
は
冷
房
の
設
備
の
風
道
が
防
火
区
画
を
貫
通
す
る
場
合
に
は
、

貫
通
部
分
又
は
近
接
す
る
部
分
に
防
火
ダ
ン
パ
ー
を
設
け
る
こ
と
（
建
築
基
準

貫
通
部
分
又
は
近
接
す
る
部
分
に
防
火
上
有
効
に
ダ
ン
パ
ー
を
設
け
る
こ
と

法
施
行
令
第
一
一
二
条
第
一
六
項
）。

（
建
築
基
準
法
施
行
令
第
一
一
二
条
第
一
六
項
）。

９

避
難
階
段
か
ら
屋
外
へ
の
出
口
等
避
難
用
の
出
口
に
設
け
る
戸
の
施
錠
装
置

９

避
難
階
段
か
ら
屋
外
へ
の
出
口
等
非
常
用
の
出
口
は
、
原
則
と
し
て
屋
内
か

は
、
原
則
と
し
て
屋
内
か
ら
鍵
を
用
い
る
こ
と
な
く
解
錠
で
き
る
も
の
と
し
、

ら
鍵
を
用
い
る
こ
と
な
く
解
錠
で
き
る
も
の
と
し
、
見
や
す
い
場
所
に
解
錠
方

見
や
す
い
場
所
に
解
錠
方
法
を
表
示
す
る
こ
と
（
建
築
基
準
法
施
行
令
第
一
二

法
を
表
示
す
る
こ
と
（
建
築
基
準
法
施
行
令
第
一
二
五
条
の
二
）。

五
条
の
二
）。

１
０

建
築
物
の
高
さ
が
三
一
ｍ
以
下
の
部
分
に
あ
る
三
階
以
上
の
階
に
は
、
非

１
０

建
築
物
の
高
さ
が
三
一
ｍ
以
下
の
部
分
に
あ
る
三
階
以
上
の
階
に
は
、
非

常
用
進
入
口
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
非
常
用
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
設
置
す

常
用
進
入
口
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
非
常
用
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
設
置
す

る
場
合
等
は
こ
の
限
り
で
な
い
（
建
築
基
準
法
施
行
令
第
一
二
六
条
の
六
）。

る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
（
建
築
基
準
法
施
行
令
第
一
二
六
条
の
六
）。

１
１

敷
地
内
に
避
難
上
及
び
消
火
上
必
要
な
通
路
を
設
け
る
こ
と
（
建
築
基
準

１
１

医
療
施
設
の
敷
地
内
に
避
難
上
及
び
消
火
上
必
要
な
通
路
を
設
け
る
こ
と

法
施
行
令
第
一
二
七
条
か
ら
第
一
二
八
条
の
二
）。

（
建
築
基
準
法
施
行
令
第
一
二
七
条
か
ら
第
一
二
八
条
の
二
）。

１
２

建
築
物
の
内
装
を
防
火
上
支
障
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
（
建
築
基
準
法

第
三
五
条
の
二
）

１
３

防
火
地
域
又
は
準
防
火
地
域
内
に
あ
る
建
築
物
は
、
そ
れ
ぞ
れ
建
築
基
準

法
に
規
定
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
（
建
築
基
準
法
第
六
一
条
か
ら
第
六
七
条
）
。

１
４

診
療
の
用
に
供
す
る
電
気
、
光
線
、
熱
、
蒸
気
又
は
ガ
ス
に
関
す
る
構
造

１
２

診
療
の
用
に
供
す
る
電
気
、
光
線
、
熱
、
蒸
気
又
は
ガ
ス
に
関
す
る
構
造

設
備
に
つ
い
て
は
、危
害
防
止
上
必
要
な
方
法
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
こ
と
（
医

設
備
に
つ
い
て
は
、危
害
防
止
上
必
要
な
方
法
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
こ
と
（
医

療
法
施
行
規
則
第
一
六
条
第
一
項
第
一
号
）。

療
法
施
行
規
則
第
一
六
条
第
一
項
）。
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１
５

避
難
・
誘
導
、
搬
送
活
動
及
び
消
火
活
動
を
円
滑
に
行
う
こ
と
が
で
き
る

１
３

避
難
・
誘
導
、
搬
送
活
動
及
び
消
火
活
動
を
円
滑
に
行
う
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
す
る
た
め
、
バ
ル
コ
ニ
ー
を
設
置
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

よ
う
に
す
る
た
め
バ
ル
コ
ニ
ー
を
設
置
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

１
６

車
椅
子
等
に
よ
る
避
難
を
円
滑
に
行
う
た
め
、
床
の
段
差
・
傾
斜
、
溝
、

１
４

車
椅
子
等
に
よ
る
避
難
を
円
滑
に
行
う
た
め
床
の
段
差
・
傾
斜
、
溝
、
て

手
す
り
等
の
改
造
、
工
作
物
の
設
置
等
を
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

す
り
等
の
改
造
、
工
作
物
の
設
置
等
を
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

１
７

病
室
は
、
地
階
又
は
第
三
階
以
上
の
階
に
は
設
け
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、

１
５

病
室
は
、
地
階
又
は
第
三
階
以
上
の
階
に
は
設
け
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、

主
要
構
造
部
を
耐
火
構
造
と
す
る
場
合
は
第
三
階
以
上
に
設
け
る
こ
と
が
で
き

主
要
構
造
部
を
耐
火
構
造
と
す
る
場
合
は
第
三
階
以
上
に
設
け
る
こ
と
が
で
き

る
（
医
療
法
施
行
規
則
第
一
六
条
第
一
項
第
二
号
）。

る
（
医
療
法
施
行
規
則
第
一
六
条
第
二
項
）。

１
８

第
二
階
以
上
の
階
に
病
室
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
患
者
の
使
用
す

１
６

第
二
階
以
上
の
階
に
病
室
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
患
者
の
使
用
す

る
屋
内
の
直
通
階
段
を
二
以
上
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
患
者
の
使
用
す
る
エ

る
屋
内
の
直
通
階
段
を
二
以
上
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
患
者
の
使
用
す
る
エ

レ
ベ
ー
タ
ー
が
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
又
は
当
該
階
が
一
定
面
積
以
下
の
場
合

レ
ベ
ー
タ
ー
又
は
、
当
該
階
が
一
定
面
積
以
下
の
場
合
は
一
と
す
る
こ
と
が
で

は
一
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
医
療
法
施
行
規
則
第
一
六
条
第
一
項
第
八
号
）
。

き
る
（
医
療
法
施
行
規
則
第
一
六
条
第
八
項
）。

そ
の
場
合
、
い
ず
れ
の
場
所
か
ら
も
二
方
向
に
避
難
経
路
が
確
保
で
き
る
構

そ
の
場
合
、
い
ず
れ
の
場
所
か
ら
も
二
方
向
に
避
難
経
路
が
確
保
で
き
る
構

造
と
す
る
こ
と
。

造
と
す
る
こ
と
。

１
９

第
三
階
以
上
の
階
に
病
室
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
避
難
に
支
障
の

１
７

第
三
階
以
上
の
階
に
病
室
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
避
難
に
支
障
の

な
い
よ
う
避
難
階
段
を
二
以
上
設
け
る
こ
と
（
医
療
法
施
行
規
則
第
一
六
条
第

な
い
よ
う
避
難
階
段
を
二
以
上
設
け
る
こ
と
（
医
療
法
施
行
規
則
第
一
六
条
第

一
項
第
一
○
号
）。

一
○
項
）。

第
五

防
災
設
備
の
整
備
と
点
検

病
院
等
の
防
災
設
備
に
つ
い
て
は
、
医
療
法
及
び
医
療
法
施
行
規
則
の
ほ
か
、
消

第
五

防
火
設
備
の
整
備
と
点
検

防
法
関
係
法
令
及
び
建
築
基
準
法
関
係
法
令
に
よ
る
規
制
を
受
け
て
お
り
、
特
に
消

医
療
施
設
の
防
火
設
備
に
つ
い
て
は
、
医
療
法
及
び
医
療
法
施
行
規
則
の
ほ
か
、

防
法
に
規
定
す
る
防
災
設
備
等
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
既
存
の
建
築
物
に
対
し
て
も

消
防
法
関
係
法
令
及
び
建
築
基
準
法
関
係
法
令
に
よ
る
規
制
を
受
け
て
お
り
、
特
に

遡
及
適
用
す
る
こ
と
が
原
則
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
法
令
に
よ
り
設
置
義

消
防
法
に
規
定
す
る
防
火
設
備
等
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
既
存
の
建
築
物
に
対
し
て

務
が
あ
る
も
の
の
整
備
に
努
め
る
こ
と
。
基
準
以
下
の
場
合
で
も
、
関
係
行
政
機
関

も
そ
及
適
用
す
る
こ
と
が
原
則
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
法
令
に
よ
り
設
置
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が
指
導
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
緊
急
度
を
勘
案
し
て
段
階
的
、
計
画
的
に
自
主
整

義
務
が
あ
る
も
の
の
整
備
に
努
め
る
こ
と
。
基
準
以
下
の
場
合
で
も
、
関
係
行
政
機

備
に
努
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

関
が
指
導
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
緊
急
度
を
勘
案
し
て
段
階
的
、
計
画
的
に
自
主

整
備
に
努
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

防
災
設
備
の
点
検
に
つ
い
て
は
、
非
常
時
に
使
用
で
き
な
い
こ
と
が
な
い
よ
う
、

防
火
設
備
の
点
検
に
つ
い
て
は
、
非
常
時
に
使
用
で
き
な
い
こ
と
が
な
い
よ
う
、

常
時
点
検
を
し
て
お
く
こ
と
。

常
時
点
検
を
し
て
お
く
こ
と
。

医
療
法
及
び
消
防
法
関
係
法
令
等
の
防
災
設
備
に
関
す
る
規
定
の
主
な
も
の
は
次

医
療
法
及
び
消
防
法
関
係
規
定
等
の
防
火
設
備
に
関
す
る
規
定
の
主
な
も
の
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

の
と
お
り
で
あ
る
。

１

延
べ
面
積
が
三
○
○
㎡
以
上
の
建
築
物
に
は
、
非
常
電
源
を
附
置
し
た
自
動

１

延
べ
面
積
が
三
○
○
㎡
以
上
の
建
築
物
に
は
、
非
常
電
源
を
付
置
し
た
自
動
火
災

火
災
報
知
設
備
を
設
け
る
こ
と
（
消
防
法
施
行
令
第
二
一
条
）。

報
知
設
備
を
設
け
る
こ
と
（
消
防
法
施
行
令
第
二
一
条
）。

２

延
べ
面
積
が
五
○
○
㎡
以
上
の
建
築
物
に
は
、
押
し
ボ
タ
ン
操
作
等
に
よ
り

２

押
し
ボ
タ
ン
操
作
等
に
よ
り
消
防
機
関
に
通
報
す
る
こ
と
の
で
き
る
非
常
警
報
装

消
防
機
関
へ
通
報
す
る
火
災
報
知
設
備
を
設
置
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
（
消
防

置
を
設
置
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
ま
た
、
設
置
に
当
た
っ
て
は
消
防
機
関
と
あ
ら

法
施
行
令
第
二
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
）。

か
じ
め
協
議
す
る
こ
と
。

３
～
４

（
略
）

３
～
４

（
略
）

５

次
の
基
準
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
を
設
置
す
る
こ

５

次
の
基
準
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
を
設
置
す
る
こ
と
。

と
。
但
し
、
既
存
の
建
築
物
及
び
特
定
の
部
屋
等
に
つ
い
て
は
、
代
替
措
置
等

但
し
、
既
存
の
建
築
物
及
び
特
定
の
部
屋
等
に
つ
い
て
は
、
代
替
措
置
等
に
よ
る
こ

に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
（
消
防
法
施
行
令
第
一
二
条
）。

と
が
で
き
る
（
消
防
法
施
行
令
第
一
二
条
）。

（
１
）
延
べ
面
積
が
三
○
○
○
㎡
以
上
の
病
院
。
そ
れ
以
外
は
六
○
○
○
㎡
以
上
。

（
１
）
延
面
積
が
三
○
○
○
㎡
以
上
の
建
築
物

（
２
）
四
階
以
上
一
○
階
以
下
の
階
で
当
該
階
の
床
面
積
が
一
五
○
○
㎡
以
上
の

（
２
）
四
階
以
上
一
一
階
以
下
の
階
で
当
該
階
の
床
面
積
が
一
五
○
○
㎡
以
上
の

階

階

（
３
）
～
（
４
）

（
略
）

（
３
）
～
（
４
）

（
略
）

６

次
の
基
準
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、屋
内
消
火
栓
設
備
を
設
置
す
る
こ
と
（
消

６

次
の
基
準
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
屋
内
消
火
栓
を
設
置
す
る
こ
と
（
消
防
法
施

防
法
施
行
令
第
一
一
条
）。

行
令
第
一
一
条
）。

（
１
）
延
べ
面
積
が
二
一
○
○
㎡
以
上
の
耐
火
建
築
物
で
あ
っ
て
内
装
制
限
し
て

（
１
）
延
面
積
が
二
一
○
○
㎡
以
上
の
耐
火
建
築
物
で
あ
っ
て
内
装
制
限
し
て
い
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い
る
も
の

る
も
の

（
２
）
延
べ
面
積
が
一
四
○
○
㎡
以
上
の
準
耐
火
建
築
物
で
あ
っ
て
内
装
制
限
し

（
２
）
延
面
積
が
一
四
○
○
㎡
以
上
の
簡
易
耐
火
建
築
物

て
い
る
も
の
又
は
耐
火
建
築
物

（
３
）
延
面
積
が
七
○
○
㎡
以
上
の
そ
の
他
の
建
築
物

（
３
）
延
べ
面
積
が
七
○
○
㎡
以
上
の
そ
の
他
の
建
築
物

７

延
べ
面
積
が
五
○
○
㎡
を
超
え
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
排
煙
設
備
を
設
置

７

延
べ
面
積
が
五
○
○
㎡
を
超
え
る
建
築
物
に
は
、
排
煙
設
備
を
設
置
す
る
こ

す
る
こ
と
（
建
築
基
準
法
施
行
令
第
一
二
六
条
の
二
）。

と
（
建
築
基
準
法
施
行
令
第
一
二
六
条
の
二
）。

８

非
常
用
の
照
明
を
設
置
す
る
こ
と
（
建
築
基
準
法
施
行
令
第
一
二
六
条
の

８

居
室
か
ら
地
上
に
通
ず
る
廊
下
、
階
段
等
に
は
非
常
用
の
照
明
装
置
を
設
置

四
）。

す
る
こ
と
（
建
築
基
準
法
施
行
令
第
一
二
六
条
の
四
）。

９

カ
ー
テ
ン
、
布
製
ブ
ラ
イ
ン
ド
、
じ
ゅ
う
た
ん
等
は
防
炎
性
能
を
有
す
る
も

９

カ
ー
テ
ン
、
布
製
ブ
ラ
イ
ン
ド
、
じ
ゅ
う
た
ん
等
は
、
消
防
法
施
行
令
第
四

の
と
す
る
こ
と
（
消
防
法
第
八
条
の
三
）。

条
の
三
に
定
め
る
基
準
以
上
の
防
炎
性
能
を
有
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
（
消
防

法
第
八
条
の
三
）。

１
０

寝
具
類
、
寝
衣
類
に
つ
い
て
は
、
防
炎
性
能
を
有
す
る
も
の
と
す
る
こ
と

１
０

寝
具
類
、
寝
衣
類
に
つ
い
て
は
、
一
定
基
準
以
上
の
防
炎
性
能
を
有
す
る

が
望
ま
し
い
こ
と
。

も
の
と
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

１
１

二
階
以
上
の
階
に
病
室
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
す
べ
り
台
、
避
難

１
１

二
階
以
上
の
階
に
病
室
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
滑
り
台
、
避
難
橋
、

橋
、
救
助
袋
等
法
令
に
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
か
ら
、
医
療
施
設
の
入
院
患
者

救
助
袋
等
法
令
に
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
か
ら
、
病
院
等
の
入
院
患
者
等
に
即

等
に
即
し
た
所
定
の
避
難
器
具
を
設
置
す
る
こ
と
（
消
防
法
施
行
令
第
二
五

し
た
所
定
の
避
難
器
具
を
設
置
す
る
こ
と
（
消
防
法
施
行
令
第
二
五
条
）。

条
）。

１
２

非
常
ベ
ル
、
放
送
設
備
（
消
防
法
施
行
令
第
二
四
条
）
、
誘
導
灯
・
誘
導

１
２

非
常
ベ
ル
、
自
動
式
サ
イ
レ
ン
又
は
放
送
設
備
（
消
防
法
施
行
令
第
二
四

標
識
（
消
防
法
施
行
令
第
二
六
条
）
、
そ
の
他
の
消
防
設
備
を
設
置
す
る
こ
と
。

条
）
、
誘
導
灯
・
誘
導
標
識
（
消
防
法
施
行
令
第
二
六
条
）
、
そ
の
他
の
消
防

設
備
を
設
置
す
る
こ
と
。

１
３

（
略
）

１
３

（
略
）

１
４

火
気
を
使
用
す
る
場
所
に
は
、
防
火
上
必
要
な
設
備
を
設
け
る
こ
と
（
医

１
４

火
気
を
使
用
す
る
場
所
に
は
、
防
火
上
必
要
な
設
備
を
設
け
る
こ
と
（
医

療
法
施
行
規
則
第
一
六
条
第
一
項
第
一
六
号
）。

療
法
施
行
規
則
第
一
六
条
第
一
項
第
一
五
号
）。
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１
５

消
火
用
の
機
械
又
は
器
具
を
備
え
る
こ
と
（
医
療
法
施
行
規
則
第
一
六
条

第
一
項
第
一
六
号
）。

第
六

消
防
機
関
へ
の
早
期
通
報
、
初
期
消
火

第
六

消
防
機
関
へ
の
早
期
通
報
、
初
期
消
火

一

火
災
が
発
生
し
た
場
合
は
、
消
防
機
関
へ
の
早
期
通
報
は
、
極
め
て
重
要
で
あ

一

火
災
が
発
生
し
た
場
合
は
、
消
防
機
関
へ
の
早
期
通
報
は
極
め
て
重
要
で
あ
る

る
の
で
、
非
常
通
報
装
置
を
整
備
し
て
い
る
医
療
施
設
も
含
め
、
平
素
か
ら
消
防

の
で
、
平
素
か
ら
消
防
機
関
へ
の
通
報
の
方
法
及
び
機
器
の
点
検
に
つ
い
て
全
職

機
関
へ
の
通
報
の
方
法
及
び
機
器
の
点
検
に
つ
い
て
全
職
員
に
周
知
さ
せ
る
と
と

員
に
周
知
さ
せ
る
と
と
も
に
、
防
火
訓
練
の
実
施
を
通
じ
て
消
防
機
関
へ
の
早
期

も
に
、
防
火
訓
練
の
実
施
を
通
じ
て
消
防
機
関
へ
の
早
期
通
報
の
習
慣
を
身
に
付

通
報
の
習
慣
を
身
に
付
け
さ
せ
る
こ
と
。

け
さ
せ
る
こ
と
。

二

自
動
火
災
報
知
設
備
が
作
動
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
場
合
は
、
誤
作
動
を
疑
う

二

自
動
火
災
報
知
設
備
が
、
作
動
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
場
合
に
は
、
誤
作
動
を

の
で
な
く
、
火
災
を
想
定
し
、
直
ち
に
火
元
を
確
認
す
る
こ
と
。
自
動
火
災
報
知

疑
う
の
で
な
く
、
火
災
を
想
定
し
、
直
ち
に
火
元
を
確
認
す
る
こ
と
。
非
常
通
報

設
備
と
消
防
機
関
へ
通
報
す
る
こ
と
の
で
き
る
非
常
通
報
装
置
が
連
動
し
て
い
る

装
置
が
設
置
さ
れ
て
い
る
施
設
で
自
動
火
災
報
知
設
備
が
誤
作
動
の
場
合
は
、
そ

施
設
に
お
い
て
自
動
火
災
報
知
設
備
が
誤
作
動
の
場
合
は
、
そ
の
旨
消
防
機
関
に

の
旨
消
防
機
関
に
通
報
す
る
こ
と
。

通
報
す
る
こ
と
。

三

（
略
）

三

（
略
）

第
七

避
難
・
誘
導
、
搬
送
体
制

第
七

避
難
・
誘
導
、
搬
送
体
制

一

（
略
）

一

（
略
）

二

重
症
患
者
等
へ
の
配
慮

二

重
症
患
者
等
へ
の
配
慮

１

（
略
）

１

（
略
）

２

ま
た
、
看
護
婦
詰
所
に
隣
接
し
た
場
所
や
避
難
・
誘
導
、
搬
送
の
容
易
な
場

２

ま
た
、
ナ
ー
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
隣
接
し
た
場
所
や
避
難
・
誘
導
、
搬
送
の

所
に
収
容
す
る
な
ど
特
別
の
配
慮
を
す
る
こ
と
。

容
易
な
場
所
に
収
容
す
る
な
ど
特
別
の
配
慮
を
す
る
こ
と
。

三
～
四

（
略
）

三
～
四

（
略
）

第
八

特
殊
な
建
築
物
の
対
策
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第
八

特
殊
な
建
築
物
の
対
策

一

（
略
）

一

（
略
）

二

高
層
建
築
物
の
安
全
対
策

二

高
層
建
築
物
の
安
全
対
策

１

（
略
）

１

（
略
）

２

高
層
階
に
患
者
を
収
容
し
て
い
る
病
院
に
つ
い
て
は
、
他
の
医
療
施
設
に
比

２

高
層
階
に
患
者
を
収
容
し
て
い
る
病
院
に
つ
い
て
は
、
他
の
病
院
等
に
比
し

し
避
難
・
誘
導
、
搬
送
が
困
難
で
あ
る
が
、
併
せ
て
、
火
災
に
よ
り
発
生
す
る

避
難
・
誘
導
、
搬
送
が
困
難
で
あ
る
が
、
併
せ
て
、
火
災
に
よ
っ
て
発
生
す
る

煙
に
よ
り
特
に
避
難
・
誘
導
、
搬
送
が
困
難
と
な
る
の
で
、
防
煙
対
策
に
も
特

煙
に
よ
り
更
に
避
難
・
誘
導
、
搬
送
が
困
難
と
な
る
の
で
、
防
煙
対
策
に
も
特

別
に
留
意
し
避
難
・
誘
導
、
搬
送
体
制
を
組
む
こ
と
。

に
留
意
し
避
難
・
誘
導
、
搬
送
体
制
を
組
む
こ
と
。

第
九

精
神
病
院
等
の
安
全
対
策

第
九

精
神
科
病
院
等
の
安
全
対
策

精
神
・
結
核
・
ら
い
・
老
人
病
院
で
、
医
療
法
に
定
め
る
従
業
員
の
定
数
が
特
例

精
神
病
床
・
療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
等
で
、
医
療
法
に
定
め
る
従
業
者
の
員
数

で
認
め
ら
れ
て
い
る
医
療
施
設
に
あ
っ
て
は
、
他
の
医
療
施
設
以
上
に
防
火
体
制
を

の
標
準
が
特
例
で
認
め
ら
れ
て
い
る
等
の
病
院
等
に
あ
っ
て
は
、
他
の
病
院
等
以
上

整
備
し
、
避
難
・
誘
導
、
搬
送
に
支
障
の
な
い
よ
う
に
し
て
お
く
こ
と
。

に
防
火
体
制
を
整
備
し
、
避
難
・
誘
導
、
搬
送
に
支
障
の
な
い
よ
う
に
し
て
お
く
こ

と
。

一

精
神
病
院

一

精
神
科
病
院

１

閉
鎖
病
棟
又
は
保
護
室
に
収
容
し
て
い
る
患
者
の
喫
煙
に
つ
い
て
は
、
指
定

１

閉
鎖
病
棟
又
は
閉
鎖
的
環
境
の
部
屋
（
保
護
室
を
含
む
）
に
収
容
し
て
い
る

の
場
所
に
お
い
て
病
院
職
員
の
管
理
の
下
に
行
い
、
マ
ッ
チ
、
ラ
イ
タ
ー
等
の

患
者
の
喫
煙
に
つ
い
て
は
、
指
定
の
場
所
に
お
い
て
病
院
職
員
の
管
理
の
下
に

発
火
器
具
を
患
者
が
所
持
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

行
い
、
マ
ッ
チ
、
ラ
イ
タ
ー
等
の
発
火
器
具
を
患
者
が
所
持
す
る
こ
と
の
な
い

２

閉
鎖
病
棟
又
は
保
護
室
に
つ
い
て
は
、
当
該
病
棟
の
（
室
）
の
鍵
の
管
理
者

よ
う
に
す
る
こ
と
。

が
常
時
至
近
の
場
所
に
居
り
非
常
時
に
は
容
易
に
解
除
で
き
る
よ
う
に
し
て
お

２

閉
鎖
病
棟
又
は
閉
鎖
的
環
境
の
部
屋
（
保
護
室
を
含
む
）
に
つ
い
て
は
、
鍵

く
こ
と
。

の
管
理
者
が
常
時
至
近
の
場
所
に
居
り
、
非
常
時
に
は
容
易
に
解
除
で
き
る
よ

う
に
し
て
お
く
こ
と
。

二

老
人
病
院

二

療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
等

痴
呆
性
老
人
等
の
患
者
の
喫
煙
に
つ
い
て
は
、
指
定
の
場
所
に
お
い
て
病
院
職
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認
知
症
高
齢
者
等
の
患
者
の
喫
煙
に
つ
い
て
は
、
指
定
の
場
所
に
お
い
て
病
院

員
の
管
理
の
下
に
行
い
、
マ
ッ
チ
、
ラ
イ
タ
ー
等
の
発
火
器
具
を
患
者
が
所
持
す

職
員
の
管
理
の
下
に
行
い
、
マ
ッ
チ
、
ラ
イ
タ
ー
等
の
発
火
器
具
を
患
者
が
所
持

る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

第
一
○

（
略
）

第
一
○

（
略
）

第
一
一

そ
の
他

第
一
一

そ
の
他

一

（
略
）

一

（
略
）

（
新
設
）

二

医
療
機
器
等
の
電
源
プ
ラ
グ
の
点
検
管
理

電
気
を
使
用
す
る
医
療
機
器
等
に
つ
い
て
は
、
電
源
プ
ラ
グ
を
長
期
間
コ
ン
セ

ン
ト
に
差
し
込
ん
だ
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、
プ
ラ
グ
と
コ
ン
セ
ン
ト
の
隙
間
に
ほ

こ
り
が
た
ま
り
、
そ
の
ほ
こ
り
が
湿
気
を
帯
び
て
発
火
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
（
ト

ラ
ッ
キ
ン
グ
現
象
）
た
め
、
プ
ラ
グ
を
時
々
抜
い
て
、
乾
い
た
布
で
ほ
こ
り
や
湿

気
を
拭
き
取
る
な
ど
の
適
切
な
処
置
を
行
う
こ
と
。

二

危
険
物
の
保
安
体
制
、
引
火
性
の
医
薬
品
等
の
使
用

三

危
険
物
の
保
安
体
制
、
引
火
性
の
医
薬
品
等
の
使
用

医
療
用
の
高
圧
酸
素
等
の
危
険
物
や
引
火
性
の
医
薬
品
等
医
療
施
設
で
使
用
す

医
療
用
の
高
圧
酸
素
等
の
危
険
物
や
引
火
性
の
医
薬
品
等
、
病
院
等
で
使
用
す

る
こ
れ
ら
の
物
品
等
に
つ
い
て
は
、
特
に
安
全
管
理
体
制
に
留
意
す
る
こ
と
。

る
こ
れ
ら
の
物
品
等
に
つ
い
て
は
、
特
に
安
全
管
理
体
制
に
留
意
す
る
こ
と
。

三

改
築
中
の
防
火
管
理
、
火
気
の
監
視

四

改
築
中
の
防
火
管
理
、
火
気
の
監
視

医
療
施
設
の
改
築
中
は
、
防
火
設
備
、
避
難
設
備
等
を
常
に
点
検
す
る
と
と
も

病
院
等
の
改
築
中
は
、
防
火
設
備
、
避
難
設
備
等
を
常
に
点
検
す
る
と
と
も
に
、

に
、
建
築
業
者
の
火
気
使
用
を
厳
重
に
監
視
す
る
こ
と
。

建
築
業
者
の
火
気
使
用
を
厳
重
に
監
視
す
る
こ
と
。

第
一
二

火
災
以
外
の
防
災
対
策

第
一
二

火
災
以
外
の
防
災
対
策

一

医
療
施
設
の
防
災
対
策
の
特
殊
性

一

病
院
等
の
防
災
対
策
の
特
殊
性

医
療
施
設
の
防
災
対
策
は
、
二
次
災
害
で
あ
る
火
災
の
予
防
も
含
め
、
避
難
・
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病
院
等
の
防
災
対
策
は
、
二
次
災
害
で
あ
る
火
災
の
予
防
も
含
め
、
避
難
・
誘

誘
導
、
搬
送
等
の
基
本
は
、
防
火
対
策
と
同
様
で
あ
り
十
分
留
意
す
る
こ
と
。

導
、
搬
送
等
の
基
本
は
、
防
火
対
策
と
同
様
で
あ
り
十
分
留
意
す
る
こ
と
。

同
時
に
、
医
療
施
設
は
、
災
害
に
際
し
て
は
地
域
の
被
災
者
の
医
療
救
護
活
動

同
時
に
、
病
院
等
は
、
災
害
に
際
し
て
は
地
域
の
被
災
者
の
医
療
救
護
活
動
や

や
収
容
等
に
つ
い
て
災
害
救
助
法
等
に
基
づ
き
積
極
的
に
対
応
す
る
責
務
を
負
っ

収
容
等
に
つ
い
て
災
害
救
助
法
等
に
基
づ
き
積
極
的
に
対
応
す
る
責
務
を
負
っ
て

て
お
り
、
そ
の
使
命
が
達
せ
ら
れ
る
よ
う
に
日
常
的
に
地
域
の
行
政
機
関
や
医
師

お
り
、
そ
の
使
命
が
達
せ
ら
れ
る
よ
う
に
日
常
的
に
地
域
の
行
政
機
関
や
医
師
会

会
等
と
緊
密
な
連
絡
を
と
っ
て
お
く
こ
と
。

等
と
緊
密
な
連
絡
を
と
っ
て
お
く
こ
と
。

別
記

別
記

避
難
・
誘
導
、
搬
送
の
要
領

避
難
・
誘
導
、
搬
送
の
要
領

１
～
２

（
略
）

１
～
２

（
略
）

３

誘
導
は
、
老
幼
婦
女
子
を
優
先
さ
せ
る
。
急
ぎ
足
で
避
難
さ
せ
る
。

３

誘
導
は
、
高
齢
者
、
幼
児
、
女
性
を
優
先
さ
せ
る
。
急
ぎ
足
で
避
難
さ
せ
る
。

４

重
症
者
そ
の
他
の
自
力
で
避
難
が
困
難
な
者
は
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
、
車
椅
子
、

４

重
症
患
者
等
自
力
で
の
避
難
が
困
難
な
者
は
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
、
車
椅
子
、
毛

毛
布
等
で
搬
送
す
る
。

布
等
で
搬
送
す
る
。

５

誘
導
の
際
、
火
煙
が
迫
る
と
き
は
、
は
う
よ
う
に
し
、
ハ
ン
カ
チ
、
手
拭
で
鼻

５

誘
導
の
際
、
火
煙
が
迫
る
と
き
は
、
這
う
よ
う
に
身
を
低
く
し
、
ハ
ン
カ
チ
、

口
を
覆
わ
せ
る
。

タ
オ
ル
等
で
鼻
口
を
覆
わ
せ
る
。

６
～
１
７

（
略
）

６
～
１
７

（
略
）


